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<注意事項>
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　各種受診券等とは、特定健診受診券・後期高齢者健診受診券・肝炎ウイルス検診クーポン券・歯周病検診クー
ポン券・がん検診等受診券・胸部検診受診券（これらに関連するチラシ・封筒を含む。）をいいます。

　疑義があれば、ヒアリングを実施します。その結果、仕様書に示す条件とかけ離れた工程である等、履行できな
いおそれがあると判断した場合には、入札を無効とします。
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業　務　工　程　予　定　表
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　令和８年度　各種健康診査（検診・健診）受診券等作成業務委託を受注した場合には、以下のとおり、
業務を進めていく予定です。

月
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　婦人科クーポン券とは、子宮頸がん検診クーポン券・乳がん検診クーポン券をいいます。
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